
規則公布第３号

宇和島地区広域事務組合財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月 29 日

宇和島地区広域事務組合

組合長 岡原 文彰



規則第３号

宇和島地区広域事務組合財務規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年３月 29 日

宇和島地区広域事務組合

組合長 岡 原 文 彰

宇和島地区広域事務組合財務規則の一部を改正する規則

宇和島地区広域事務組合財務規則（昭和 52 年規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

（準用規定）

第 1 条 宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)の財務

については、条例その他別に定めがあるものを除き、宇和島市

予算事務規則(平成 17 年宇和島市規則第 49 号

)、宇和島市会計規則(平成 17 年宇和島市規

則第 50 号 ）及び宇和島市物品会

計規則（平成 17 年宇和島市規則第 51 号

)の関係規定を準用する。

（読替規定）

（準用規定）

第 1 条 宇和島地区広域事務組合（以下「組合」という。）の財務

については、条例その他別に定めがあるものを除き、宇和島市

予算事務規則（平成 17 年宇和島市規則第 49 号。以下「市予算

事務規則」という。）、宇和島市会計規則（平成 17 年宇和島市規

則第 50 号。以下「市会計規則」という。）及び宇和島市物品会

計規則（平成 17 年宇和島市規則第 51 号。以下「市物品会計規

則」という。）の関係規定を準用する。

（読替規定）



第２条 前条の規定により準用する宇和島市の関係規定中「市

長」とあるのは「組合長」と、「副市長」とあるのは「事務局参

事」と、 「総務部長」

とあるのは「事務局長」と、「財政課長」とあるのは「管理課長」

と、「予算主管課長等」とあるのは「消防長又は施設長」と、読

み替えるものとする。

事務組合施設処務規程（昭和５６年

訓令第３号）」と読替える。

２ 前項に定めるもののほか、市予算事務規則第２条の各号を次

のとおり読替える。

（１） 部長 なし

（２） 局長 消防長、事務局の課長及び施設長

（３） 予算主管課長 消防長、事務局の課長及び施設長

３ 第１項で定めるもののほか市会計規則の読替えは次の各号

のとおりとする。

（１） 第１項で定めるもののほか市会計規則中、「市広報等」

とあるのは「組合広報等」と、「市内旅費」とあるのは「組合

構成市町内旅費」と、「本市職員」とあるのは「組合職員」と、

「市債」とあるのは「組合債」と、「支払地(宇和島市)」とあ

るのは「支払地(組合構成市町名)」と、「振出人（宇和島市会

計管理者）」とあるのは「支振出人（組合会計管理者）」と、

「市及び組合」とあるのは「組合構成市町等」と、「帰庁後」

とあるのは「勤務公署到着後」と読替える。

（２） 市会計規則第 104 条を次のとおり読替える。

第 104 条 指定金融機関は、同一系列金融機関の営業所で公

第２条 前条の規定により準用する宇和島市の関係規定中「市

長」とあるのは「組合長」と、「市」又は「本市」とあるのは、

「組合」と、「総務部」とあるのは「事務局」と、「総務部長」

とあるのは「事務局長」と、「財政課長」とあるのは「管理課長」

と、「宇和島市事務決裁規程（平成 17 年訓令第５号）」とあるの

は「宇和島地区広域事務組合事務局処務規程（昭和５６年訓令

第２号）及び宇和島地区広域事務組合施設処務規程（昭和５６

年訓令第３号）」と読替える。

２ 前項に定めるもののほか、市予算事務規則第２条の各号を次

のとおり読替える。

（１） 部長 なし

（２） 局長 消防長、事務局の課長及び施設長

（３） 予算主管課長 消防長、事務局の課長及び施設長

３ 第１項で定めるもののほか市会計規則の読替えは次の各号

のとおりとする。

（１） 第１項で定めるもののほか市会計規則中、「市広報等」

とあるのは「組合広報等」と、「市内旅費」とあるのは「組合

構成市町内旅費」と、「本市職員」とあるのは「組合職員」と、

「市債」とあるのは「組合債」と、「支払地(宇和島市)」とあ

るのは「支払地(組合構成市町名)」と、「振出人（宇和島市会

計管理者）」とあるのは「支振出人（組合会計管理者）」と、

「市及び組合」とあるのは「組合構成市町等」と、「帰庁後」

とあるのは「勤務公署到着後」と読替える。

（２） 市会計規則第 104 条を次のとおり読替える。

第 104 条 指定金融機関は、同一系列金融機関の営業所で公



金の収納及び支払の事務を取り扱わなければならない。

４ 第１項で定めるもののほか市物品会計規則第８条第３号を

次のとおり読替える。

（３） 前項の物品管理者は、課、消防本部総務課及び施設（以

下「課等」という。）の長の職にある者とする。

５ 前各号に定めるもののほか、様式中の読替えは次の各号のと

おりとする。

（１） 「副市長」とあるのは「事務局参事」と、「宇和島市役

所」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と、「宇和島市長」

とあるのは「宇和島地区広域事務組合長」と、「宇和島市会計

管理者」とあるのは「宇和島地区広域事務組合会計管理者」

と、「宇和島市役所出納室」とあるのは「宇和島地区広域事務

組合出納室」と、「宇和島市指定金融機関」とあるのは「宇和

島地区広域事務組合指定金融機関」と読替える。

（２） 各様式の決裁区分欄の読替えは、それぞれの所属にお

ける相当職とする。

（３） 市予算事務規則様式第 1 号から様式第 4 号を様式第１

号から様式第４号に、市予算事務規則様式第 8 号及び様式第

9 号を様式第 5 号及び様式第 6 号に読み替える。

（４） 市会計規則様式第 1 号を様式第 7 号に、市会計規則様

式第 6 号から様式第 9 号―2 を様式第 8 号から様式第 12 号

―2 に、市会計規則様式第 11 号を様式第 13 号に、市会計規

則様式第 12 号を様式第 14 号に、市会計規則様式第 20 号か

ら様式第 24 号を様式第 15 号から様式第 17 号に読替える。

（５） 市物品会計規則様式第 28 号を様式第 18 号に読替え

金の収納及び支払の事務を取り扱わなければならない。

４ 第１項で定めるもののほか市物品会計規則第８条第３号を

次のとおり読替える。

（３） 前項の物品管理者は、課、消防本部総務課及び施設（以

下「課等」という。）の長の職にある者とする。

５ 前各号に定めるもののほか、様式中の読替えは次の各号のと

おりとする。

（１） 「副市長」とあるのは「事務局参事」と、「宇和島市役

所」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と、「宇和島市長」

とあるのは「宇和島地区広域事務組合長」と、「宇和島市会計

管理者」とあるのは「宇和島地区広域事務組合会計管理者」

と、「宇和島市役所出納室」とあるのは「宇和島地区広域事務

組合出納室」と、「宇和島市指定金融機関」とあるのは「宇和

島地区広域事務組合指定金融機関」と読替える。

（２） 各様式の決裁区分欄の読替えは、それぞれの所属にお

ける相当職とする。

（３） 市予算事務規則様式第 1 号から様式第 4 号を様式第１

号から様式第４号に、市予算事務規則様式第 8 号及び様式第

9 号を様式第 5 号及び様式第 6 号に読み替える。

（４） 市会計規則様式第 1 号を様式第 7 号に、市会計規則様

式第 6 号から様式第 9 号―2 を様式第 8 号から様式第 12 号―

2 に、市会計規則様式第 11 号を様式第 13 号に、市会計規則

様式第 12 号を様式第 14 号に、市会計規則様式第 20 号から

様式第 24 号を様式第 15 号から様式第 17 号に読替える。

（５） 市物品会計規則様式第 28 号を様式第 18 号に読替える。



る。

（準用の例外）

第３条 第 1 条で準用する市会計規則第 25 条第 3 項は準用しな

い。

（委任）

第３条 前条に定めるもののほか、技術的読替えが必要な場合

は、組合長が別に定める。

（準用の例外）

第３条 第 1 条で準用する市会計規則第 25 条第 3 項は準用しな

い。

（委任）

第４条 第２条に定めるもののほか、技術的読替えが必要な場合

は、組合長が別に定める。

様式第 1 号（市予算事務規則第 5 条様式第 1 号）（第 2 条関係）



様式第２号（市予算事務規則第 5 条様式第２号）（第 2 条関係）

様式第３号（市予算事務規則第 5 条様式第３号）（第 2 条関係）



様式第４号（市予算事務規則第 5 条様式第４号）（第 2 条関係）



様式第５号（市予算事務規則第 16 条様式第８号）（第 2 条関係）



様式第６号（市予算事務規則第 17 条様式第９号）（第 2 条関係）



様式第７号（市会計規則第８条及び第 14 条様式第１号）（第 2 条

関係）



様式第８号（市会計規則第 15 条及び第 93 条様式第３号）（第 2 条

関係）



様式第９号（市会計規則第 15 条及び第 93 条様式第６号）（第 2 条

関係）



様式第 10 号（市会計規則第 35 条様式第７号）（第 2 条関係）



様式第 11 号（市会計規則第 38 条様式第８号）（第 2 条関係）



様式第 12 号―１（市会計規則第 43 条様式第９号―１）（第 2 条

関係）



様式第 12 号―２（市会計規則第 43 条様式第９号―２）（第 2 条

関係）



様式第 13 号（市会計規則第 46 条様式第 11 号）（第 2 条関係）



様式第 14 号（市会計規則第 53 条及び第 55 条様式第 12 号）（第 2

条関係）





様式第 15 号（市会計規則第 81 条様式第 20 号）（第 2 条関係）





様式第 16 号（市会計規則第 82 条様式第 21 号）（第 2 条関係）





様式第 17 号（市会計規則第 94 条様式第 23 号）（第 2 条関係）



附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

様式第 18 号（市会計規則第 146 条様式第 28 号）（第 2 条関係）

出 納 印

備考 １ 日付は、回転式とすること。

２ 直径３㎝

備考 １ 日付は、回転式とすること。

２ 直径 2.4 ㎝

領 領

年・月・日 年・月・日

収 収

氏 名 氏 名

領 領

年・月・日 年・月・日

収 収

第 号第 号


